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　　　　　　　　　規　　　　　　　則

高知県事務処理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成22年12月28日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第83号

高知県事務処理規則の一部を改正する規則

高知県事務処理規則（平成15年高知県規則第44号）の一部を次のように改正する。

別表第 3 の 3 の( 4 )の表 1 の( 8 )の項中「( 7 )」を「( 8 )」に改め、同項を同表の 3 の( 4 )の表

 1 の( 9 )の項とし、同表の 3 の( 4 )の表中 1 の( 7 )の項を 1 の( 8 )の項とし、 1 の( 6 )の項を 1 の

( 7 )の項とし、 1 の( 5 )の項を 1 の( 6 )の項とし、 1 の( 4 )の項の次に次のように加える。

( 5 )　広域化等支援方針の

作成及び変更（法第68条

の 2 第 1 項、第 4 項及び

第 5 項）

○

別表第 3 の 4 の( 2 )の表 8 の(25)の項中「(24)」を「(29)」に改め、同項を同表の 4 の( 2 )の表

 8 の(30)の項とし、同表の 4 の( 2 )の表 8 の(24)の項中「作成（法第118条第 1 項）」を「作成及

び変更（法第118条第 1 項及び第 6 項）」に改め、同項を同表の 4 の( 2 )の表 8 の(29)の項とし、

同表の 4 の( 2 )の表 8 の(23)の項中「第115条の10」を「第115条の11」に改め、同項を同表の 4 の

( 2 )の表 8 の(28)の項とし、同表の 4 の( 2 )の表 8 の(22)の項中「取消し」を「取消し等」に、

「第115条の29第 6 項」を「第115条の35第 6 項」に改め、同項を同表の 4 の( 2 )の表 8 の(27)の項

とし、同項の前に次のように加える。

(26)　指定介護予防サービ

ス事業者に対する措置勧

告等及び措置命令（法第

115条の 8 第 1 項から第

 3 項まで）

○

別表第 3 の 4 の( 2 )の表 8 の(21)の項を同表の 4 の( 2 )の表 8 の(25)の項とし、同表の 4 の( 2 )

の表 8 の(20)の項中「取消し」を「取消し等」に、「第115条の29第 6 項」を「第115条の35第 6 

項」に改め、同項を同表の 4 の( 2 )の表 8 の(24)の項とし、同項の前に次のように加える。

(23)　指定介護療養型医療

施設の開設者に対する措

置勧告等及び措置命令

（法第113条の 2 第 1 項

から第 3 項まで）

○

別表第 3 の 4 の( 2 )の表 8 の(19)の項を同表の 4 の( 2 )の表 8 の(22)の項とし、同表の 4 の( 2 )

の表 8 の(18)の項を同表の 4 の( 2 )の表 8 の(21)の項とし、同表の 4 の( 2 )の表 8 の(17)の項中

「取消し」を「取消し等」に、「第115条の29第 6 項」を「第115条の35第 6 項」に改め、同項を同
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別表第 3 の 4 の( 6 )の表 6 の( 8 )の項中「第115条の 6 第 1 項」を「第115条の 7 第 1 項」に改

め、同表の 9 の( 8 )の表 5 の( 7 )の項中「団体営ため池等整備事業」を「団体営ため池等整備事

業、小規模農業水利施設保全緊急対策事業」に改める。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

表の 4 の( 2 )の表 8 の(20)の項とし、同表の 4 の( 2 )の表 8 の(16)の項中「業務運営の改善命令及

び業務の停止命令（法第103条第 1 項）」を「開設者に対する措置勧告等並びに措置命令及び業務

の停止命令（法第103条第 1 項から第 3 項まで）」に改め、同項を同表の 4 の( 2 )の表 8 の(19)の

項とし、同表の 4 の( 2 )の表中 8 の(15)の項を 8 の(18)の項とし、 8 の(14)の項を 8 の(17)の項と

し、 8 の(13)の項を 8 の(16)の項とし、 8 の(12)の項を 8 の(15)の項とし、 8 の(11)の項を 8 の

(14)の項とし、 8 の(10)の項を 8 の(13)の項とし、同表の 4 の( 2 )の表 8 の( 9 )の項中「取消し」

を「取消し等」に、「第115条の29第 6 項」を「第115条の35第 6 項」に改め、同項を同表の 4 の

( 2 )の表 8 の(12)の項とし、同項の前に次のように加える。

(11)　指定介護老人福祉施

設の開設者に対する措置

勧告等及び措置命令（法

第91条の 2 第 1 項から第

 3 項まで）

○

別表第 3 の 4 の( 2 )の表 8 の( 8 )の項を同表の 4 の( 2 )の表 8 の(10)の項とし、同表の 4 の( 2 )

の表 8 の( 7 )の項を同表の 4 の( 2 )の表 8 の( 9 )の項とし、同表の 4 の( 2 )の表 8 の( 6 )の項中

「取消し」を「取消し等」に、「第115条の29第 6 項」を「第115条の35第 6 項」に改め、同項を同

表の 4 の( 2 )の表 8 の( 8 )の項とし、同項の前に次のように加える。

( 7 )　指定居宅介護支援事

業者に対する措置勧告等

及び措置命令（法第83条

の 2 第 1 項から第 3 項ま

で）

○

別表第 3 の 4 の( 2 )の表 8 の( 5 )の項を同表の 4 の( 2 )の表 8 の( 6 )の項とし、同表の 4 の( 2 )

の表 8 の( 4 )の項を同表の 4 の( 2 )の表 8 の( 5 )の項とし、同表の 4 の( 2 )の表 8 の( 3 )の項中

「取消し」を「取消し等」に、「第115条の29第 6 項」を「第115条の35第 6 項」に改め、同項を同

表の 4 の( 2 )の表 8 の( 4 )の項とし、同表の 4 の( 2 )の表 8 の( 2 )の項の次に次のように加える。

( 3 )　指定居宅サービス事

業者に対する措置勧告等

及び措置命令（法第76条

の 2 第 1 項から第 3 項ま

で）

○

別表第 3 の 4 の( 3 )の表に次のように加える。

21　高知県

障害者等

用駐車場

利用証交

付制度に

関する事

( 1 )　利用証の交付（再交

付を含む。）に関するこ

と（福祉保健所に申請書

が提出されたものを除

く。）。

○ 課長が

適当と

認める

ものに

ついて

は、チ

務

( 2 )　利用証の交付（再交

付を含む。）に関するこ

と（福祉保健所に申請書

が提出されたものに限

る。）。

( 3 )　( 1 )及び( 2 )の事項

以外の高知県障害者等用

駐車場利用証交付制度に

関すること。

○

○

ーフの

うち課

長が指

名する

者が専

決 す

る。

福祉保

健所長
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告 示

高知県告示第713号

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第54条第 2 項の規

定により、育成医療又は更生医療を担当する指定自立支援医療機

関として次のとおり指定した。

平成22年12月28日

                          　　　　高知県知事　尾﨑　正直

高知県告示第714号

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第64条の規定によ

り、次のとおり育成医療又は更生医療を担当する指定自立支援医

療機関から名称の変更について届出があった。

平成22年12月28日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県告示第715号

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第64条の規定によ

り、次のとおり育成医療又は更生医療を担当する指定自立支援医

療機関から所在地の変更について届出があった。

平成22年12月28日

高知県知事　尾﨑　正直

医療機関の

名称

高知大学医

学部附属病

院

高知県立幡

多けんみん

病院

波川薬局

元気堂調剤

薬局あき店

ハロー薬局

すさき店

医療機関の所在地

南国市岡豊町小蓮

185番地 1 

宿毛市山奈町芳奈 3 

番地 1 

吾川郡いの町波川

566−5

安芸市本町二丁目 2 

− 3 

須崎市中町一丁目 3 

− 4 

標ぼうし

ている診

療 科 名

（担当し

ている自

立支援医

療の種類

に関係が

あ る も

の）

内科

消化器科

診療科

におい

て担当

してい

る自立

支援医

療の種

類

肝臓移

植に関

する医

療（抗

免疫療

法）

肝臓移

植に関

する医

療（抗

免疫療

法）

指定

年月

日

平成

22年

 4 月

 1 日

〃

〃

平成

22年

 8 月

 1 日

〃

らいおん堂

薬局甲浦店

病院通薬局

いの店

たいしょう

薬局

らいおん堂

薬局室戸店

エール薬局

あき店

ＩＭＣなん

こく薬局

安芸郡東洋町甲浦

541

吾川郡いの町新町26

番地

高岡郡四万十町大正

470− 1 

室戸市浮津48− 4 

安芸市港町二丁目 7 

−18

南国市篠原153− 6 

〃

〃

〃

平成

22年

12月

 1 日

〃

〃

区分

変更前

医療機関

の名称

遠江堂武

田薬局

医療機関の所在地

高岡郡四万十町古

市町113− 4 

標ぼう

してい

る診療

科 名

（担当

してい

る自立

支援医

療の種

類に関

係があ

る も

の）

診療

科に

おい

て担

当し

てい

る自

立支

援医

療の

種類

変更

年月

日

平成

22年

11月

区分

変更前

変更後

医療機関

の名称

エール薬

局おこう

店

医療機関の所在地

南国市岡豊町小蓮

406− 2 

南国市岡豊町小蓮

390− 3 

標ぼう

してい

る診療

科 名

（担当

してい

る自立

支援医

療の種

類に関

係があ

る も

の）

診療

科に

おい

て担

当し

てい

る自

立支

援医

療の

種類

変更

年月

日

平成

22年

 3 月

 1 日

変更後 合同会社

遠江堂武

田薬局

 1 日

高知県告示第716号

障害者自立支援法施行規則（平成18年厚生労働省令第19号）第

63条第 1 号の規定により、次のとおり育成医療又は更生医療を担

当する指定自立支援医療機関から業務の廃止の届出があった。

平成22年12月28日

                          　　　　高知県知事　尾﨑　正直

医療機関の

名称
医療機関の所在地

標ぼうし

ている診

療 科 名

（担当し

ている自

立支援医

療の種類

診療科

におい

て担当

してい

る自立

支援医

業務

の廃

止年

月日
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高知県告示第717号

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」とい

う。）第 6 条第 1 項の規定による届出があったので、同条第 3 項

において準用する法第 5 条第 3 項の規定により次のとおり告示す

る。

なお、法第 8 条第 2 項の規定により、この告示に係る大規模小

売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配

慮すべき事項について意見を述べようとする者は、 4 に掲げる事

項を記載した書面をこの告示の日から 4 月以内に高知県商工労働

部経営支援課に提出することができる。

平成22年12月28日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　届出の概要

( 1 )　届出者の名称

株式会社ウイル　代表取締役　明坂　慎也

( 2 )　届出者の住所

高知市南御座 7 番16号

( 3 )　大規模小売店舗の名称及び所在地

すまいるあき

安芸市久世町 9 番20号

( 4 )　変更した事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　　　（変更前）

( 5 )　変更年月日

平成22年12月 9 日

( 6 )　変更理由

小売業者の代表者氏名及び住所変更のため

 2 　届出年月日

　　平成22年12月10日

 3 　届出書及び添付書類の縦覧場所

　　高知県商工労働部経営支援課

　　安芸市商工観光水産課

 4 　意見書に記載すべき事項

( 1 )　氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏

名

( 2 )　事業者にあっては、その事業の種類及び沿革

( 3 )　意見を述べようとする大規模小売店舗の名称及び所在地

( 4 )　意見の内容

高知県告示第718号

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」とい

う。）附則第 5 条第 1 項の規定による届出があったので、法第 6 

条第 3 項において準用する法第 5 条第 3 項の規定により次のとお

り告示する。

なお、法第 8 条第 2 項の規定により、この告示に係る大規模小

売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配

慮すべき事項について意見を述べようとする者は、 4 に掲げる事

項を記載した書面をこの告示の日から 4 月以内に高知県商工労働

部経営支援課に提出することができる。

平成22年12月28日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　届出の概要

( 1 )　届出者の名称

株式会社サンシャインチェーン本部　代表取締役　川崎

博道

( 2 )　届出者の住所

高知市稲荷町11番45号

( 3 )　大規模小売店舗の名称及び所在地

サンシャイン三里

高知市仁井田舟倉1618− 1 

( 4 )　変更しようとする事項

ア　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び

閉店時刻　

（変更前）

病院通薬局

須崎店

有限会社メ

ディファ長

山薬局落合

店

調剤薬局ら

いおん

須崎市中町一丁目 3 

− 4 

須崎市多ノ郷字浜田

甲5748− 2 

室戸市浮津50− 7 

に関係が

あ る も

の）

療の種

類

平成

22年

 3 月

25日

平成

22年

 5 月

31日

平成

22年

10月

31日

小売業者名 代表者名 住所

ＴＳＵＴＡＹＡ

谷川時計店

シュシュ

有光薬品

ダイソー

森田　優秀

谷川　清司

土居　登美

子

有光　健男

矢野　博丈

高知市南御座 7 

番16号

安芸市本町二丁

目10− 2 

安芸市庄之芝町

 3 − 3 

安芸市庄之芝町

 7 −17

広島県東広島市

西条吉行東一丁

目 4 番14号

　　　　（変更後）

小売業者名

ＴＳＵＴＡＹＡ

谷川時計店

シュシュ

有光薬品

ダイソー

代表者名

明坂　慎也

谷川　清司

土居　登美

子

有光　健夫

矢野　博丈

住所

高知市南御座 7 

番16号

安芸市本町二丁

目10− 2 

安芸市久世町 9 

番20号

安芸市庄之芝町

 7 −17

広島県東広島市

西条吉行東一丁

目 4 番14号

小売業者名

株式会社サンシャイン

チェーン本部

開店時刻

午前 9 時30分

閉店時刻

午後 9 時

小売業者名

株式会社サンシャイン

チェーン本部

開店時刻

午前 9 時30分

閉店時刻

午後11時

　　　　（変更後）
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 4 　事業地

　( 1 )　収用の部分

　　　なし

　( 2 )　使用の部分

　　　高知市高埇の一部

公 告

特定非営利活動促進法（平成10年法律第 7 号）第10条第 1 項の

規定により、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったの

で、同条第 2 項の規定により次のとおり公告する。

なお、関係書類は、平成22年12月14日から 2 月間高知県文化生

活部県民生活・男女共同参画課において縦覧に供する。

    平成22年12月14日（掲示済）

          　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

イ　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　　　（変更前）午前 9 時15分から午後 9 時15分まで

（変更後）午前 9 時15分から午前零時まで

( 5 )　変更年月日

平成23年 1 月15日

 2 　届出年月日

　　平成22年12月 9 日

 3 　届出書及び添付書類の縦覧場所

　　高知県商工労働部経営支援課

 4 　意見書に記載すべき事項

( 1 )　氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏

名

( 2 )　事業者にあっては、その事業の種類及び沿革

( 3 )　意見を述べようとする大規模小売店舗の名称及び所在地

( 4 )　意見の内容

高知県告示第719号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第59条第 1 項の規定によ

り都市計画事業の認可をしたので、同法第62条第 1 項の規定によ

り次のとおり告示する。

　　平成22年12月28日

                    　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直　

 1 　施行者の名称

　　高知市

 2 　都市計画事業の種類及び名称

　　高知広域都市計画公園事業（ 5 ・ 5 ・ 1 号筆山公園）

 3 　事業施行期間

　　平成22年12月28日から平成25年 3 月31日まで

 4 　事業地

( 1 )　収用の部分

　　　なし

( 2 )　使用の部分

高知市大原町字池尻東ノ丸、池尻西池尻堤添、底井流ヨリ

乾ノ丸及び井添北上段の各一部

高知県告示第720号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第59条第 1 項の規定によ

り都市計画事業の認可をしたので、同法第62条第 1 項の規定によ

り次のとおり告示する。

　　平成22年12月28日

                    　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直　

 1 　施行者の名称

　　高知市

 2 　都市計画事業の種類及び名称

　　高知広域都市計画公園事業（ 3 ・ 3 ・18号弥右衛門公園）

 3 　事業施行期間

　　平成22年12月28日から平成27年 3 月31日まで

平成22年12月28日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　海洋生物資源の保存及び管理に関する方針

( 1 )　本県は、総延長約700キロメートルの長い海岸線を有し

ており、黒潮のもたらす豊かな恵みを利用した漁業が古くか

ら営まれてきた。浦々には、零細な沿岸漁業を主体とする漁

村が点在しており、漁業は、本県沿岸域の重要産業となって

いる。

( 2 )　本県の平成20年の海面漁業・養殖生産量は、111,900ト

ンで、全国の2.0パーセントを占めている（第55次高知農林

水産統計年報）。

( 3 )　本県の主な漁業種類である遠洋・近海かつおまぐろ漁

業、沖合漁業、沿岸漁業及び養殖業の生産量の構成比は、そ

れぞれ34パーセント、21パーセント、30パーセント及び15パ

ーセントとなっている（第55次高知農林水産統計年報）。

( 4 )　しかし、遠洋漁業においては国際的な規制の強化、養殖

業においては漁場環境の悪化、不安定な市況の変動等、両漁

業を取り巻く環境は、年々厳しさを増しており、漁家経営

は、予断を許さない状況となっている。

( 5 )　このことから、今後、沿岸域における漁船漁業の果たす

役割がますます重要になってくるものと考えられるが、全国

的に海洋生物資源の多くが低水準又は減少傾向にある中、本

県の沿岸漁業の漁獲も総じて伸び悩んでおり、漁家経営は、

不安定な状況となっている。

( 6 )　本県の基幹産業の一翼を担う水産業が、今後も県民及び

国民への高品質なたん白源の安定的な供給という責務を果た

すとともに、地域経済の活性化及び発展に寄与していくため

には、漁家経営の安定が不可欠である。

( 7 )　このため、県としては、これまでの漁業管理及び資源管

理型漁業の推進等に加えて、漁獲可能量制度に基づく資源の

保存及び管理措置を講ずるため、国の基本計画により決定さ

れた本県への第一種特定海洋生物資源の配分量に基づき管理

を行うこととする。

( 8 )　漁獲可能量を適切に管理するため、採捕数量の的確な把

握を行い、必要に応じて採捕実績を公表し、併せて漁業関係

者への適切な指導を行うことにより、管理の実効性を確保す

る。

( 9 )　更に、適切な管理を行うためには、資源の分布、回遊状

況、資源状況等について詳細な科学的データ又は知見の集積

が必要であるため、水産試験場を中心に国との連携も図りな

がら資源調査体制の充実強化を図ることとする。

(10)　特定海洋生物資源以外の海洋生物資源についても、引き

続き従来からの資源管理型漁業を推進するとともに、種苗放

流等の栽培漁業による資源の増殖に取り組むこととする。

 2 　第一種特定海洋生物資源ごとの漁獲可能量について、本県に

申請の

あった

年月日

平成22

年12月

14日

申請に係る特定非営利活動法人

名称

特定非

営利活

動法人

高知障

害者ス

ポーツ

地域振

興会

代表者の

氏名

畑中　功

介

主たる

事務所

の所在

地

香南市

吉川町

古　川

1040番

地

定款に記載された目的

この法人は、障害者ス

ポーツを通じて、障害

者の自立・社会参加の

促進と地域住民の障害

理解への貢献、ひいて

は社会全体の真のノー

マライゼーションの実

現を目指し、障害者、

高齢者とその関係者及

び地域住民に対して、

障害者スポーツの啓発

活動と人材育成に関す

る事業等を行い、もっ

て公益の増進に寄与す

ることを目的とする。

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成 8 年法律第77

号）第 4 条第 7 項の規定により、都道府県別に定める数量に関し

実施すべき施策に関する県計画を変更するので、同条第10項にお

いて準用する同条第 5 項の規定により、次のとおり公表する。
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定められた数量に関する事項

( 1 )　平成22年 1 月から同年12月までの第一種特定海洋生物資

源の知事管理量は、それぞれ以下のとおりである。

（まあじ）

若干

（まいわし）

若干

（するめいか）

若干

( 2 )　平成22年 7 月から平成23年 6 月までの第一種特定海洋生

物資源の知事管理量は、それぞれ以下のとおりである。

（さんま）

若干

（まさば及びごまさば）

8,000トン

( 3 )　平成23年 1 月から同年12月までの第一種特定海洋生物資

源の知事管理量は、それぞれ以下のとおりである。

（まあじ）

若干

（まいわし）

若干

（するめいか）

若干

( 4 )　平成23年 7 月から平成24年 6 月までの第一種特定海洋生

物資源の知事管理量は、それぞれ以下のとおりである。

（さんま）

管理の対象となる期間が開始する前までに設定する。

（まさば及びごまさば）

管理の対象となる期間が開始する前までに設定する。

 3 　第一種特定海洋生物資源の知事管理量について、海洋生物資

源の採捕の種類別、海域別又は期間別の数量に関する事項

海域別及び期間別の数量は、定めない。

また、過去の漁獲実績があるものの資源に対する漁獲圧力が

小さいと認められる漁業種類については、「若干」とする。

更に、資源に対する漁獲圧力が無視できるほど小さいと認め

られる漁業種類については、数量を明示しない。

( 1 )　平成22年 7 月から平成23年 6 月までの第一種特定海洋

生物資源の知事管理量の採捕の種類別に定める数量は、以

下のとおりとする。

（まさば及びごまさば）

中型まき網漁業　　　　　　4,000トン

さば釣り漁業　　　　　　　若干

定置漁業及び小型定置漁業　若干

( 2 )　平成23年 7 月から平成24年 6 月までの第一種特定海洋

生物資源の知事管理量の採捕の種類別に定める数量は、以

下のとおりとする。

（まさば及びごまさば）

管理の対象となる期間が開始する前までに設定する。

 4 　第一種特定海洋生物資源の知事管理量に関し実施すべき施策

に関する事項

（さんま）

知事許可漁業である敷網漁業及び小型まき網漁業について

は、現状の漁獲努力量を増加させることがないよう、許可隻

数は、現状どおりとする。

定置漁業権に基づく定置漁業については、現状どおりの統

数を維持することとする。

この結果、漁獲実績が前年の漁獲実績程度となるように努

める。

（まあじ）

知事許可漁業である中型まき網漁業、敷網漁業及び小型ま

き網漁業については、現状の漁獲努力量を増加させることが

ないよう、許可隻数は、現状どおりとする。

共同漁業権に基づく小型定置漁業及び定置漁業権に基づく

定置漁業については、現状どおりの統数を維持することとす

る。

この結果、漁獲実績が前年の漁獲実績程度となるように努

める。

（まいわし）

知事許可漁業である中型まき網漁業、敷網漁業及び小型ま

き網漁業については、現状の漁獲努力量を増加させることが

ないよう、許可隻数は、現状どおりとする。

共同漁業権に基づく小型定置漁業及び定置漁業権に基づく

定置漁業については、現状どおりの統数を維持することとす

る。

この結果、漁獲実績が前年の漁獲実績程度となるように努

める。

（まさば及びごまさば）

知事許可漁業である中型まき網漁業については、漁業者に

よる自主的な漁獲可能量の管理を推進するため、協定制度の

普及・定着を図ることとし、漁獲実績が定められた配分量を

超えないように努める。また、現状の漁獲努力量を増加させ

ることがないよう、許可隻数は、現状どおりとする。

敷網漁業及び小型まき網漁業については、現状の漁獲努力

量を増加させることがないよう、許可隻数は、現状どおりと

する。

共同漁業権に基づく小型定置漁業及び定置漁業権に基づく

定置漁業については、現状どおりの統数を維持することとす

る。

この結果、漁獲実績が知事管理量を超えないように努め

る。

（するめいか）

共同漁業権に基づく小型定置漁業及び定置漁業権に基づく

定置漁業については、現状どおりの統数を維持することとす

る。

また、 5 トン未満の動力船を使用して釣りによりするめい

かをとることを目的とする漁業については、現状の漁獲努力

量を増加させることがないよう指導する。

この結果、漁獲実績が前年の漁獲実績程度となるように努

める。

 5 　その他海洋生物資源の保存及び管理に関する重要事項

( 1 )　漁業関係者への適切な指導による管理の実効性を確保す

るため、特定海洋生物資源の採捕数量については、県規則で

定める者以外の者からも報告を徴し、県下全体の採捕状況の

把握を行うこととする。

( 2 )　海洋生物資源の保存及び管理をより一層推進するため

に、より詳細かつ正確な資源状況の把握が必要であることか

ら、漁獲情報を的確に把握するとともに、資源に関する調査

・研究の充実強化を更に進めることとする。

( 3 )　海洋生物資源の保存及び管理を推進するため、小型魚及

び産卵親魚の保護等に向けた取組を進めることとする。

( 4 )　遊漁者による採捕量が資源に与える影響が大きいと考え

られる魚種については、遊漁者による採捕数量の把握に努め

ることとする。

人 事 委 員 会 規 則

職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

平成22年12月28日

高知県人事委員会委員長　山本　俊二郎

高知県人事委員会規則第45号

職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則

職員の給与の支給等に関する規則（昭和31年高知県人事委員会

規則第 3 号）の一部を次のように改正する。

別表第 4 公立の特別支援学校の項及び公立の小学校及び中学校

の項中「1.5」を「1.25」に改める。

附　則

この規則は、平成23年 1 月 1 日から施行する。

義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。

平成22年12月28日

高知県人事委員会委員長　山本　俊二郎

高知県人事委員会規則第46号
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義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する

規則

義務教育等教員特別手当に関する規則（昭和50年高知県人事委

員会規則第 9 号）の一部を次のように改正する。

別表を次のように改める。
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附　則

この規則は、平成23年 1 月 1 日から施行する。
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正 誤

欄
公報日付 公報番号 種類 ページ 正 誤

（行）

平22・11・18 号外38 ◎規 ９ 左 第８条第１項第１号 第８条第１号
則 （39）

号外39 ◎規 10 左 16の項を14の項とし、 16の項を15の項とし、
則 （29）

14 右 11の項中「第６条第１項」を「第６条第１項、建築基準法施行令（昭 11の項中「（建築基準法第６条第１項）」を削り、
（10） 和25年政令第338号）第９条第３号及び高知県の管理する港湾の臨港

地区内の分区における構築物の規制に関する条例第３条」に改め、

平22・11・30 号外43 ○告 ５ 左 安芸郡北川村久木字梶尾1046の１（次の図に示す部分に限る。）、 安芸郡北川村久木字梶尾1046の１、字鹿伏1047の７
示 (30) 字鹿伏1047の７

正 誤
◎正誤（平22・11・18付け 規則ほか）

　　　　　　　　　　正　　　　　　　誤
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